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静岡県ソフトテニス連盟規約 

 

第  1  章  総  則 

（名 称） 

第 １ 条 本会は、静岡県ソフトテニス連盟（以下「本連盟」という）と称する。 

（構成団体） 

第 ２ 条 本連盟は、（公財）日本ソフトテニス連盟・東日本ソフトテニス連盟・東海ソフ 

トテニス連盟及び（公財）静岡県スポーツ協会の構成団体となる。 

第 ３ 条 本連盟は、（公財）日本ソフトテニス連盟の支部を兼ねる。 

（事務所） 

第 ４ 条 本連盟は、事務所を静岡市駿河区高松１９１１番地の１に置く。     

 

第  ２  章  目的及び事業 

（目 的） 

第 ５ 条  本連盟は、静岡県におけるソフトテニス競技を統括する団体としてソフトテニ 

スの普及発展並びに会員相互の親睦を図り、もって静岡県民の心身の健全な発達 

に寄与することを目的とする。 

（事 業） 

第 ６ 条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）ソフトテニスの各種大会の実施 

（２）ソフトテニスの講習会及び研修会等の開催 

（３）ソフトテニスの調査研究並びに普及活動 

（４）各種スポーツ団体との連携並びに協力 

（５）各種大会への代表選手選考並びに選手・役員の派遣 

（６）構成団体から要請のあった事業の実施及び役員等の推薦 

（７）加盟団体へのソフトテニス普及発展のための諸事業の協力要請 

（８）加盟団体等の諸事業への援助・指導 

（９）その他本連盟の目的達成に必要な諸事業 

 

第  ３  章 加盟団体 

（加盟団体） 

第 ７ 条 本連盟の加盟団体は、静岡県内にあるソフトテニス競技団体で、本連盟の趣旨 

に賛同し、入会したもので次の通りとする。 

（１）市町または地域を統括するソフトテニス競技団体 

（２）静岡県高等学校体育連盟ソフトテニス専門部 

（３）静岡県中学校体育連盟ソフトテニス部 

（４）静岡県小学生ソフトテニス部会 

（５）静岡レディースソフトテニス連盟 
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（６）静岡県シニアソフトテニス会 

（７）静岡県学生ソフトテニス連盟 

 

第  ４  章 登録及び会員 

（登録） 

第 ８ 条 本連盟の加盟団体は、毎年所属の団体と競技者を(公財)日本ソフトテニス連盟 

及び本連盟に登録するものとする。 

（会員） 

第 ９ 条 前条により登録した者は、(公財)日本ソフトテニス連盟及び本連盟の会員とな 

る。 

２ 前条により登録した者は、本連盟及び本連盟が加盟する団体のすべての競技会 

並びに検定会、研修会等に参加することができる。 

 

第  ５  章  役 員 等 

（役員） 

第 10 条  本連盟に次の役員を置く。 

会長 １名、 副会長 若干名 

理事長 １名、 副理事長 若干名 

事務局長 １名､ 副事務局長 若干名 

常任理事  若干名、 理事 若干名 

監事  若干名   

（役員の選任及び職務） 

第 11 条  会長及び副会長は、理事会（総会）で推挙する。 

２ 会長は、連盟を代表し、また会務を総括して理事会の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

第 12 条 理事長及び副理事長は、理事の中から互選により選任し、会長が委嘱する。 

２ 理事長は、理事会（総会）及び常任理事会の決議に基づき会務を執行する。 

   ３ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。       

第 13 条 事務局長及び副事務局長は、理事の中から会長が委嘱する。 

   ２ 事務局長及び副事務局長は、理事長を補佐し、庶務会計等の事務処理を行う。 

第 14 条  常任理事及び理事は、本連盟の加盟団体が「別表１」により選出する。 

２ 常任理事は、常任理事会を組織し、理事会（総会）より分掌された会務を議決 

し執行する。 

３  理事は、理事会（総会）を組織し、会務を議決する。 

第 15 条  監事は、理事会（総会）で推薦し、会長が委嘱する。 

   ２ 監事は、本連盟の会計を監査する。  

（役員の任期） 

第 16 条 第 10 条にある役員の任期は、理事会で決定した年の 4月 1日からの 2年とす 
る。但し再任を妨げない。  
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   ２ 補充選任された役員の任期は、前任者の残留期間とする。 

   ３ 役員は、任期が満了しても後任者が就任するまでその職務を行うこととする。 

（役員の解任） 

第 17 条  第 10 条にある役員は、次の各号の一に該当するときは、役員現在数の３分の２ 

以上の決議により役員を解任することができる。 

（１） 心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められたとき。 

（２） 職務上の義務違反、その他役員たるに相応しくない行為があると認めら 

れたとき。 

（名誉会長、顧問、参与） 

第 18 条  本連盟に名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。 

２  名誉会長、顧問及び参与は、本連盟に功労のあった者の内から理事会の推薦に 

より会長が委嘱する。 

   ３  顧問の選出基準は、次の通りとする。 

      （１）会長及び副会長を勇退した者。 

      （２）本連盟の理事及び監事として２０年以上務め、功労顕著で勇退した者。 

   ４  参与の選出基準は、次の通りとする。 

      （１）本連盟の理事及び監事として１０年以上務め、功労顕著で勇退した者。 

      （２）本連盟の専門委員として１５年以上務め、功労顕著で勇退した者。 

５  名誉会長及び顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応じ意見を述べるこ 

とができる。 

６  参与は、会長の必要と認める事項について、その諮問に応じ意見を述べること 

ができる。 

 

第  ６  章  会  議 

（会議） 

第 19 条 本連盟の会議は、理事会（総会）及び常任理事会とする。 

（理事会（総会）） 

第 20 条 理事会（総会）は、会長が招集し議長となる。 

第 21 条 理事会（総会）は、第 10 条にある役員をもって構成し、年１回開催して次の事 

項を審議する。ただし、必要に応じて随時開催することができる。 

 （１）事業計画及び収支予算に関する事項 

 （２）事業報告及び収支決算に関する事項 

 （３）規約の変更及び改廃に関する事項 

 （４）役員の選出に関する事項 

 （５）その他重要な事項 

（常任理事会） 

第 22 条 常任理事会は、理事長が招集し議長となる。 

第 23 条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、副事務局長、常 

任理事をもって構成し、年２回開催して次の事項を審議する。ただし、必要に応 
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じて随時開催することができる。 

（１）理事会に付議すべき事項 

 （２）事業の実施に関する事項 

 （３）その他本連盟の会務執行に関する事項 

（会議の定足数等） 

第 24 条 理事会（総会）、常任理事会は、委任状を含めた定員の３分の２以上の出席者を 

もって成立する。 

   ２  理事会（総会）は、特に定めがある場合を除き、出席している第 10条の役員の

過半数をもって決し、賛否同数の場合は、議長の決するところによる。常任理事会

は、出席している第 23条の構成員の過半数をもって決し、賛否同数の場合は、議

長の決するところによる。 

（欠席者の表決） 

第 25 条 会議に出席できなかった役員の代理人の参加を認め、意見を述べることはでき 

    るが表決には参加できない。 

（書面による審議） 

第 26 条 会長及び理事長は、簡単な事項または緊急事項については書面によって賛否を 

              求め、会議に変えることができる。 

（議事録） 

第 27 条 会議の議事については、議事録を作成し、必要に応じて速やかに役員及び加盟 

団体に発表し、これを保存するものとする。 

 

第 ７ 章  専門委員会 

（専門委員会） 

第 28 条 本連盟が第 2章の目的及び事業を達するため、理事会（総会）の決議を経て専 

門委員会を設置することができる。 

２ 専門委員会は、常任理事会により附託された業務について審議し実施するもの 

とする。 

３ 専門委員会の名称、組織、その他必要な事項については、常任理事会の決議を経

て別に定める。 

４ 委員長は、常任理事または理事が当り、委員は役員に関係なく広く会員の中から

適任者を委員長が選び、常任理事会の承認を得て会務を執行する。 

 

 

第  ８  章  会   計 

（収入） 

第 29 条 本連盟の経費は、次に掲げるもので支弁する。 

          （１）加盟団体年会費 

          （２）会員登録料 

          （３）補助金、委託料 
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     （４）事業に伴う収入 

          （５）寄付金 

（６）その他の収入 

（会費及び会員登録料） 

第 30 条 前条（１）の加盟団体年会費は、加盟団体が「別表２」に定める会費を毎年６ 

月末日までに納入する。 

２ 前条（２）の会員登録料は、会員が「別表３」に示す額により納入する。 

（会計年度） 

第 31 条  本連盟の会計年度は、毎年１２月１日に始まり翌年の１１月３０日に終わる。 

 

第  ８  章  解  散 

第 32 条  本連盟は、理事の４分の３以上の同意を得て解散することができる。 

        これにより解散したときの残余財産は、理事会（総会）の議決を経て、類似の目 

的をもつ他の団体等に寄付するものとする。 

 

第  １０  章  補    足 

第 33 条  この規約施行に必要な細則は、会長が別に定める。 

 

附                則 

１ この規約は、昭和５７年 １月１０日より施行する。 

２ この規約は、昭和６３年 １月１０日改正、同日施行。 

３ この規約は、平成 ３年 １月１０日改正、同日施行。 

４ この規約は、平成 ４年 ４月 １日改正、同日施行。 

５ この規約は、平成１５年 １月１２日改正、同日施行。 

６ この規約は、平成１７年 １月 ９日改正、同日施行。 

７ この規約は、平成１８年 １月 ８日改正、同日施行。 

８ この規約は、平成１８年 ３月１８日改正、同日施行。 

９ この規約は、平成２１年 ９月１２日改正、同日施行。 

１０ この規約は、平成２５年 １月２０日改正、同日施行。 

１１ この規約は、平成２７年 ４月 １日改正、同日施行。 

１２ この規約は、平成２９年 １月２２日改正、同日施行。 

１３ この規約は、平成３１年 １月２７日改正、同日施行。 

１４ この規約は、令和 ４年 ２月１０日改正、同日施行。 

１５ この規約は、令和 ６年 １月２１日改正、同日施行。 

１６ この規約は、令和 ８年 １月２４日改正、令和８年４月１日施行。 

（備考）＊静岡県軟式庭球連盟の設立は、昭和 24年 3月 1 日 

＊平成 4年 4月 1日より、静岡県軟式庭球連盟から静岡県ソフトテニス連盟に改称 
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理事総数及び常任理事数（別表１）  
  県連盟推薦理事  若干名 

（県連盟推薦理事数は、理事長１、副理事長７、事務局３の計１１名を基本とする） 
※役員がどの団体出身者でも担当できるようにする。 

加盟団体名 理事総数 内常任理事数 加盟団体名 理事総数 内常任理事数 

静岡市 １０名 ６名 湖北 ２名 １名 

浜松市 ５名 ３名 榛南 ２名 １名 

沼津 ３名 １名 東豆 ２名 １名 

三島 ３名 １名 南豆 ２名 １名 

富士 ３名 １名 磐田 ２名 １名 

富士宮 ３名 １名 高体連 ３名 １名 

島田 ２名 １名 中体連 ３名 １名 

藤枝市  ２名 １名 小学生 ３名 １名 

掛川・小笠 ２名 １名 レディース ３名 １名 

焼津 ２名 １名 シニア会 ２名 １名 

浜北 ２名 １名 静岡県学連 ２名 １名 

   計 ６３名 ２９名 

 
 
年会費の額（別表２） 

年 会 費 加 盟 団 体 名 

２５０，０００円 静岡市 

１３０，０００円 浜松市 

８０，０００円 沼津、三島、富士、富士宮 

５０，０００円 藤枝市、掛川・小笠、レディース、シニア会 

３０，０００円 島田市、焼津市、浜北、東豆、南豆、湖北、榛南、
磐田市、静岡県学連 

３００，０００円 高体連 

１団体につき １，０００円 
（男女別） 

中体連 

１団体につき １，０００円 小学生部会 

      （参考）※小学生部会の団体会費 ５，０００円（１団体） 
※中体連の団体会費   １，０００円（男女別） 

          ※高体連の団体会費  １０，０００円（男女別） 
 
 
 
会員登録料（別表３） 

区 分 県連盟会員登録料 中体連・高体連・小学生 
（参考） 

社会人・指導者・大学生 １，０００円  

高校生・高専 ３００円 １，２００円 

中学生 ４００円 ６００円 

小学生 ４００円 ６００円 

    

 

 


